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     開    議 

 

 

○大沼 久議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

  日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○大沼 久議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は答弁を含めて60分以内と

なっておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 

 

   佐々木謙二議員の質問 

 

 

○大沼 久議長 それでは、順次ご指名いたしま

す。 

 初めに、順位１番、議席番号５番、佐々木謙

二議員。 

  （５番佐々木謙二議員登壇） 

○５番 佐々木謙二議員 おはようございます。 

 通告しております３点についてお聞きをした

いと思います。 

今、国の動向を見ますと、平成７年に地方分

権推進法が施行され、国と地方公共団体が共通

の目的とする国民福祉、住民福祉の増進を相互

に協力する関係にあることを踏まえつつ、各般

にわたる行政を展開する上で、国と地方の分担

する役割を明確にし、地方公共団体の自主性、

自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社

会の実現を図ることとされています。 

さらに、平成12年４月に地方分権一括法が施

行され、地方自治法の改正や市町村合併特例法

が改正され施行されています。法の趣旨は、住

民の身近な行政は地方公共団体が行うのが望ま

しいとされ、地方自治体の自主自立を求め、同

時に地域間の競争と知恵の競争を促していると

思います。 

小泉総理は、さきの衆議院選挙の結果を受け

て、構造改革の総仕上げを目指すため、第三次

小泉改造内閣を改革続行内閣と銘打って発足い

たしました。構造改革の背景は、国と地方の長

期債務残高が750兆円を超え、短期債務を含む

と1,000兆円を超す天文学的数字と言われてお

り、次世代への債務負担を可能な限り 小限に

とどめなければならないための改革で、待った

なしの施策と思います。 

その構造改革の範囲は、社会保障制度の改革、

行財政改革、三位一体の改革、市町村合併の推

進等聖域なしの改革を目指すもので、国民、住

民の痛みを伴うものですが、少子高齢社会を迎

え、国のあり方や地方のあり方をどうするかを

思うとき、避けて通れない改革の道筋と思いま

す。地方自治体には市町村合併の成否にかかわ

らず自主自立の自治体の形をみずからの責任で

自己統治することが求められていると思います。

このような国の動向や社会の変化を踏まえ、通

告している３点についてお伺いいたします。 

通告の１点目ですが、義務教育のあり方につ

いて、市長並びに教育委員長、教育長にお聞き

いたします。 

長井市教育委員会は、毎年「長井市の教育」

という冊子を刊行されて、教育方針が示されて

います。その中で、学校教育の教育方針を見る

と、豊かな感性と健やかな身体を基盤としなが
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